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(57)【要約】
　本開示は、安全注意処理方法、装置、プログラム及び
記録媒体に関する。方法は、スマート機器が送信した異
常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブ
ル機器によりユーザの現在の行為状態を検出するステッ
プと、当該行為状態に対応する操作種別を取得するステ
ップと、当該操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が
対応する注意操作処理を実行するようにトリガするステ
ップと、を含む。これによって、スマート機器の異常状
況を、ユーザの身の回りに着用される機器によりユーザ
へタイムリーに注意報知するとともに、当該注意報知操
作の形式を、さらにウェアラブル機器によるユーザ現在
の行為状態の検出と組合わることで、ユーザ現在の行為
状態に最も適切な注意操作を発するため、異常メッセー
ジ伝達のリアルタイム性及び有効性がさらに確保される
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機
器によりユーザの現在の行為状態を検出するステップと、
　前記行為状態に対応する操作種別を取得するステップと、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップと、を含むことを特徴とする安全注意処理方法。
【請求項２】
　前記行為状態は、スリープ状態および非スリープ状態を含み、前記スリープ状態は、デ
ィープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、前記非スリープ状態は、運動状態お
よび静止状態を含み、
　前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも１つを含むことを特
徴とする請求項１に記載の安全注意処理方法。
【請求項３】
　前記行為状態がスリープ状態であるとき、前記行為状態に対応する操作種別を取得する
ステップは、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得するステップを含み、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップは、前記第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器
が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機
器が前記第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガするス
テップを含むことを特徴とする請求項２に記載の安全注意処理方法。
【請求項４】
　スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するステップをさらに含み、
　前記行為状態に対応する操作種別を取得するステップは、前記行為状態および前記シー
ンモードに対応する操作種別を取得するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載
の安全注意処理方法。
【請求項５】
　前記行為状態がスリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモードである
とき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステップは、
前記スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第２の操作種別を取得するステッ
プを含み、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップは、前記第２の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル
機器が第二強度の振動処理を実行するようにトリガするステップを含むことを特徴とする
請求項４に記載の安全注意処理方法。
【請求項６】
　前記行為状態が非スリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモードであ
るとき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステップは
、前記非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第３の操作種別を取得するス
テップを含み、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップは、前記第３の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル
機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブ
ル機器が前記第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする
ステップを含むことを特徴とする請求項４に記載の安全注意処理方法。
【請求項７】
　ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマートウェアラ
ブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、前記スマートウェアラブル機
器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するようにトリガし、ま
たは、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記第二デシベルのベ
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ル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするステップをさらに含み、
　前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、前記第二デシベルは、前記第一デシベル
よりも大きいことを特徴とする請求項３に記載の安全注意処理方法。
【請求項８】
　ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャンセル指
令に基づいてキャンセルメッセージを生成し、且つ、前記スマート機器が前記キャンセル
メッセージに基づいて異常アラート処理をクローズするように、前記キャンセルメッセー
ジを前記スマート機器へ送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１～７の
何れか一項に記載の安全注意処理方法。
【請求項９】
　ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に基づいて
、警報メッセージを生成するステップと、
前記警報メッセージの受信側が前記警報メッセージに基づいて警報操作を行うように、前
記警報メッセージを送信するステップとを、さらに含むことを特徴とする請求項１～７の
何れか一項に記載の安全注意処理方法。
【請求項１０】
　前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかけることのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項９に記載の安全注意処理方法。
【請求項１１】
　スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機
器によりユーザの現在の行為状態を検出するための検出モジュールと、
前記検出モジュールにより検出された前記行為状態に対応する操作種別を取得するための
操作取得モジュールと、
　前記操作取得モジュールにより取得された前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル
機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガするためのトリガモジュールと、を
備えることを特徴とする安全注意処理装置。
【請求項１２】
　前記検出モジュールにより検出される前記行為状態は、スリープ状態および非スリープ
状態を含み、前記スリープ状態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み
、前記非スリープ状態は、運動状態および静止状態を含み、
前記トリガモジュールによりトリガされる前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベル
のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１１に記載の安全注意処理装置。
【請求項１３】
　前記操作取得モジュールは、第１の操作取得サブモジュールを有し、
　前記第１の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為
状態がスリープ状態であるとき、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得し、
　前記トリガモジュールは、第１のトリガサブモジュールを有し、
前記第１のトリガサブモジュールは、前記第１の操作取得サブモジュールにより取得され
た前記第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第一強度の振動処理を実
行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第一強度の振動処
理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガすることを特徴とする請求項１２
に記載の安全注意処理装置。
【請求項１４】
　スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するためのシーン取得モジュー
ルをさらに備え、
　前記操作取得モジュールは、さらに、前記検出モジュールにより検出された前記行為状
態と前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーンモードとに対応する操作種別
を取得することを特徴とする請求項１１に記載の安全注意処理装置。
【請求項１５】
　前記操作取得モジュールは、第２の操作取得サブモジュールを有し、
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　前記第２の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為
状態がスリープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シー
ンモードがおやすみモードであるとき、前記スリープ状態および前記おやすみモードに対
応する第２の操作種別を取得し、
　前記トリガモジュールは、第２のトリガサブモジュールを有し、
　前記第２のトリガサブモジュールは、前記第２の操作取得サブモジュールにより取得さ
れた前記第２の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第二強度の振動処
理を実行するようにトリガすることを特徴とする請求項１４に記載の安全注意処理装置。
【請求項１６】
　前記操作取得モジュールは、第３の操作取得サブモジュールを有し、
　前記第３の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為
状態が非スリープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シ
ーンモードがおやすみモードであるとき、前記非スリープ状態および前記おやすみモード
に対応する第３の操作種別を取得し、
　前記トリガモジュールは、第３のトリガサブモジュールを有し、
　前記第３のトリガサブモジュールは、前記第３の操作取得サブモジュールにより取得さ
れた前記第３の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処
理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第三強度の
振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガすることを特徴とする請求項
１４に記載の安全注意処理装置。
【請求項１７】
　ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマートウェアラ
ブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、前記スマートウェアラブル機
器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するようにトリガし、ま
たは、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記第二デシベルのベ
ル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするためのタイムアウト処理モ
ジュールをさらに備え、
　前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、前記第二デシベルは、前記第一デシベル
よりも大きいことを特徴とする請求項１３に記載の安全注意処理装置。
【請求項１８】
　ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャンセル指
令に基づいて、キャンセルメッセージを生成するためのキャンセル指令処理モジュールと
、
　前記スマート機器が前記キャンセルメッセージに基づいて異常アラート処理をクローズ
するように、前記キャンセル指令処理モジュールにより生成された前記キャンセルメッセ
ージを前記スマート機器へ送信するための第１の送信モジュールと、をさらに備えること
を特徴とする請求項１１～１７の何れかに記載の安全注意処理装置。
【請求項１９】
　ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に基づいて
警報メッセージを生成するための警報指令処理モジュールと、
前記警報メッセージの受信側が前記警報メッセージに基づいて警報操作を行うように、前
記警報指令処理モジュールにより生成された前記警報メッセージを送信するための第２の
送信モジュールと、をさらに備えることを特徴とする請求項１１～１７の何れかに記載の
安全注意処理装置。
【請求項２０】
　前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかけることのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１９に記載の安全注意処理装置。
【請求項２１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、
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　前記プロセッサは、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたと
き、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、前記行為状態に対応する
操作種別を取得し、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作
処理を実行するようにトリガすることを特徴とする安全注意処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、スマートウェアラブル機器分野に関し、特に、安全注意処理方法及び装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルインターネットの発展、技術進歩及び高性能且つ低消費電力処理チップのリリ
ースなどに伴って、スマートウェアラブル機器は、概念化から商用化になり、人々の日常
生活に不可欠な補助装備となっている。
【０００３】
　現在では、スマートウェアラブル機器は、スマートメガネ、手袋、ブレスレット、ウォ
ッチなどを含む。スマートブレスレットを例として、それは、着用者のスリープ状態を感
知してスリープ品質評価を提供することができ、さらに、着用者の運動状態を感知して毎
日運動状況レポートなどを提供することができる。同時に、モノのインターネットの発展
に伴って、家庭生活には、多くのスマート機器、例えば、スマートカーテン、スマート煙
探知器、スマートカメラなどが出現しており、これらのスマート機器は、異常を発見する
場合、警報情報をタイムリーにユーザの携帯電話端末へ送信することができるが、ユーザ
の携帯電話は、一般的には随時に身の回りに持っていないため、スマート機器が出した警
報情報をタイムリーに発見することができず、最適な異常処理タイミングをずらしてしま
う。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　関連技術に存在する課題を解決するために、本開示は、安全注意処理方法及び装置を提
供する。前記技術案は下記の通りである。
【０００５】
　本開示の実施例の第１の態様によれば、安全注意処理方法を提供する。前記方法は、ス
マート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器に
よりユーザの現在の行為状態を検出するステップと、前記行為状態に対応する操作種別を
取得するステップと、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操
作処理を実行するようにトリガするステップと、を含む。
【０００６】
　さらに、前記行為状態は、スリープ状態および非スリープ状態を含み、前記スリープ状
態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、前記非スリープ状態は、運
動状態および静止状態を含み、前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少
なくとも１つを含む。
【０００７】
　さらに、前記行為状態がスリープ状態であるとき、前記行為状態に対応する操作種別を
取得するステップは、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得するステップを
含み、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行す
るようにトリガするステップは、前記第１の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラ
ブル機器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェア
ラブル機器が前記第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリ
ガするステップを含む。
【０００８】



(6) JP 2017-538236 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

　さらに、前記スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するステップをさ
らに含み、前記行為状態に対応する操作種別を取得するステップは、前記行為状態および
前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステップを含む。
【０００９】
　さらに、前記行為状態がスリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモー
ドであるとき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステ
ップは、前記スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第２の操作種別を取得す
るステップを含み、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作
処理を実行するようにトリガするステップは、前記第２の操作種別に基づいて、前記スマ
ートウェアラブル機器が第二強度の振動処理を実行するようにトリガするステップを含む
。
【００１０】
　さらに、前記行為状態が非スリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモ
ードであるとき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するス
テップは、前記非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第３の操作種別を取
得するステップを含み、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意
操作処理を実行するようにトリガするステップは、前記第３の操作種別に基づいて、前記
スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前
記スマートウェアラブル機器が前記第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行
するようにトリガするステップを含む。
【００１１】
　さらに、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマート
ウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、前記スマートウェア
ラブル機器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するようにトリ
ガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記第二デシ
ベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするステップをさらに
含み、前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、前記第二デシベルは、前記第一デシ
ベルよりも大きい。
【００１２】
　さらに、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャ
ンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成し、前記スマート機器が前記キャン
セルメッセージに基づいて異常アラート処理をクローズするように、前記キャンセルメッ
セージを前記スマート機器へ送信するステップをさらに含む。
【００１３】
　さらに、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に
基づいて、警報メッセージを生成するステップと、前記警報メッセージの受信側が前記警
報メッセージに基づいて警報操作を行うように、前記警報メッセージを送信するステップ
と、をさらに含む。
【００１４】
　さらに、前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかける
ことのうちの少なくとも１つを含む。
【００１５】
　本開示の実施例の第２の態様によれば、安全注意処理装置を提供する。前記装置は、ス
マート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器に
よりユーザの現在の行為状態を検出するための検出モジュールと、前記検出モジュールに
より検出された前記行為状態に対応する操作種別を取得するための操作取得モジュールと
、前記操作取得モジュールにより取得された前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル
機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガするためのトリガモジュールと、を
備える。
【００１６】
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　さらに、前記検出モジュールにより検出される前記行為状態は、スリープ状態および非
スリープ状態を含み、前記スリープ状態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状
態を含み、前記非スリープ状態は、運動状態および静止状態を含み、前記トリガモジュー
ルによりトリガされる前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも
１つを含む。
【００１７】
　さらに、前記操作取得モジュールは、第１の操作取得サブモジュールを有し、前記第１
の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為状態がスリ
ープ状態であるとき、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得し、前記トリガ
モジュールは、第１のトリガサブモジュールを有し、前記第１のトリガサブモジュールは
、前記第１の操作取得サブモジュールにより取得された前記第１の操作種別に基づいて、
前記スマートウェアラブル機器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または
、前記スマートウェアラブル機器が前記第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理
を実行するようにトリガする。
【００１８】
　さらに、前記スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するためのシーン
取得モジュールをさらに備え、前記操作取得モジュールは、さらに、前記検出モジュール
により検出された前記行為状態と前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーン
モードとに対応する操作種別を取得する。
【００１９】
　さらに、前記操作取得モジュールは、第２の操作取得サブモジュールを有し、前記第２
の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為状態がスリ
ープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーンモードが
おやすみモードであるとき、前記スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第２
の操作種別を取得し、前記トリガモジュールは、第２のトリガサブモジュールを有し、前
記第２のトリガサブモジュールは、前記第２の操作取得サブモジュールにより取得された
前記第２の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第二強度の振動処理を
実行するようにトリガする。
【００２０】
　さらに、前記操作取得モジュールは、第３の操作取得サブモジュールを有し、前記第３
の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為状態が非ス
リープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーンモード
がおやすみモードであるとき、前記非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する
第３の操作種別を取得し、前記トリガモジュールは、第３のトリガサブモジュールを有し
、前記第３のトリガサブモジュールは、前記第３の操作取得サブモジュールにより取得さ
れた前記第３の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処
理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第三強度の
振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。
【００２１】
　さらに、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマート
ウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマー
トウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するよ
うにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記
第二デシベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするためのタ
イムアウト処理モジュールをさらに備え、前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、
前記第二デシベルは、前記第一デシベルよりも大きい。
【００２２】
　さらに、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャ
ンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成するためのキャンセル指令処理モジ
ュールと、前記スマート機器が前記キャンセルメッセージに基づいて異常アラート処理を
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クローズするように、前記キャンセル指令処理モジュールにより生成された前記キャンセ
ルメッセージを前記スマート機器へ送信するための第１の送信モジュールと、をさらに備
える。
【００２３】
　さらに、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に
基づいて、警報メッセージを生成するための警報指令処理モジュールと、前記警報メッセ
ージの受信側が前記警報メッセージに基づいて警報操作を行うように、前記警報指令処理
モジュールにより生成された前記警報メッセージを送信するための第２の送信モジュール
と、をさらに備える。
【００２４】
　さらに、前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかける
ことのうちの少なくとも１つを含む。
【００２５】
　本開示の実施例の第３の態様によれば、安全注意処理装置を提供する。前記装置は、プ
ロセッサと、前記プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、前記
プロセッサは、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウ
ェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、前記行為状態に対応する操作種
別を取得し、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を
実行するようにトリガするように構成される。
【発明の効果】
【００２６】
　本開示の実施例による技術案は、以下の格別な作用効果を含むことができる。
【００２７】
　（１）ある実施例では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信され
たとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、当該行為状態に対応
する操作種別を取得し、さらに、当該操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する
注意操作処理を実行するようにトリガする。これによって、スマート機器の異常状況を、
ユーザの身の回りに着用される機器によりユーザへタイムリーに注意報知するとともに、
当該注意報知操作の形式を、さらにウェアラブル機器によるユーザ現在の行為状態の検出
と組合わることで、ユーザ現在の行為状態に最も適切な注意操作を発するため、異常メッ
セージ伝達のリアルタイム性及び有効性がさらに確保される。
【００２８】
　（２）別の実施例では、行為状態は、スリープ状態および非スリープ状態を含み、スリ
ープ状態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、非スリープ状態は、
運動状態および静止状態を含み、注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少な
くとも１つを含む。行為状態形式の多様化によれば、ユーザ現在の行為状態との整合度を
増加することができ、よりユーザ実際の行為状態に合い、注意操作処理方式の多様化によ
れば、注意の効果を向上させることができ、ユーザが当該注意操作をタイムリーに感知す
る。
【００２９】
　（３）別の実施例では、行為状態がスリープ状態であるとき、当該スリープ状態に対応
する第１の操作種別を取得し、当該第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機
器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器
が第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガする。これに
よって、ユーザがスリープ状態にあることを検出したとき、振動または振動プラスベルの
方式でユーザをできるだけ早くウェイクアップし、目的性の方式で注意させることで、異
常情報伝達のリアルタイム性及び有効性を確保する。
【００３０】
　（４）別の実施例では、さらにスマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得
することで、行為状態およびシーンモードに対応する操作種別を取得し、ウェアラブル機
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器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする。これによって、ユーザ現在の行
為状態およびシーンモードを組み合わせて、最も適切な操作種別を見つけて、操作種別の
考慮要因を豊富に且つ具体化し、より目的を持ってユーザに最適な注意方式を提供し、ユ
ーザへの注意の有効性を向上させ、ユーザ体験を向上させる。
【００３１】
　（５）別の実施例では、行為状態がスリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやす
みモードであるとき、スリープ状態およびおやすみモードに対応する第２の操作種別を取
得し、第２の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第二強度の振動処理を実
行するようにトリガする。これによって、ユーザの実際のニーズを出発点とし、例えば、
ユーザが寝ているときに邪魔されたくないと思って、静音を設定したが、異常の突発状況
に遭うとき依然としてユーザに通知する必要があり、このような場合、ユーザが振動注意
を感知するために、スマートウェアラブル機器をトリガして第二強度の振動処理を実行し
ても良い。このように、ユーザニーズを満足できるだけではなく、ユーザへの有効な注意
をも実現できる。
【００３２】
　（６）別の実施例では、行為状態が非スリープ状態であり、かつ、シーンモードがおや
すみモードであるとき、非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第３の操作
種別を取得し、第３の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動
処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処
理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。これによって、ユーザの実際
のニーズを出発点とし、例えば、ユーザが会議中に注意メッセージを受信して他人を邪魔
したくないと思って、静音を設定したが、このような場合、ユーザが異常状況の注意を感
知するために、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガ
し、または、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理
を実行するようにトリガしても良い。このように、ユーザニーズを満足できるだけではな
く、ユーザへの有効な注意をも実現できる。
【００３３】
　（７）別の実施例では、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき
、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、
スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行する
ようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理、第二デシベ
ルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガし、ここでは、第四強度
は、第一強度よりも大きく、第二デシベルは、第一デシベルよりも大きい。これによって
、所定の時間内に、ユーザが注意を感知していない場合、もっと強い注意方式でユーザに
注意をタイムリーに感知させることで、異常状況メッセージ伝達の有効性を確保する。
【００３４】
　（８）別の実施例では、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信された
とき、キャンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成し、スマート機器がキャ
ンセルメッセージに基づいて異常アラート処理をクローズするように、キャンセルメッセ
ージをスマート機器へ送信する。これによって、ユーザに多様化の操作方式を提供し、ユ
ーザ体験感を向上させる。
【００３５】
　（９）別の実施例では、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、
警報指令に基づいて、警報メッセージを生成し、警報メッセージの受信側が警報メッセー
ジに基づいて警報操作を行うように、警報メッセージを送信する。警報操作によれば、ユ
ーザが異常状況をタイムリーに有効に処理することで、ユーザ体験感を向上させ、ユーザ
の利益を保障する。
【００３６】
　（１０）別の実施例では、警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡
電話をかけることのうちの少なくとも１つを含む。警報指令により監視カメラを起動する
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ことで、ユーザが異常プロンプトメッセージを発したスマート機器の現場状況を真っ先に
了解して、正確な処理措置を取り、または、緊急連絡電話をかけることで、当該異常状況
を、異常状況を解決する最も有能な方に有効に通知して、できるだけ異常状況による損失
を回避または低減する。
【００３７】
　上述した一般的な記述および後続の詳細な記述は、単に例示的および解釈的なものであ
り、本発明を制限できるものでないと理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本開示に適した実施例を示し
、かつ、明細書の文字記載とともに本開示の仕組みを解釈するために用いられる。
【図１】ある実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図２】別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図３】別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図４】別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図５】ある実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。
【図６】別の実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。
【図７】ある実施例による安全注意処理装置７００を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　次に、実施例を詳細に説明し、例示が図に示されている。以下の記述が図に係る場合、
別途にて示さない限り、異なる図面における同じ符号は、同じまたは類似する要素を示す
。以下の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表すると
は限らない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の
一部の局面と一致する装置および方法の例に過ぎない。
【００４０】
　図１は、ある実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図１に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、本実施
例の方法は以下のステップを含む。
【００４１】
　ステップ１０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
【００４２】
　当該安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）、例えば、移動端末機器（タブレ
ットＰＣ、携帯電話など）に用いることができる。移動端末、モノのインターネットに基
づくスマート機器（例えば、スマート冷蔵庫、スマートカーテン、スマート煙探知器、ス
マートカメラなど）、スマートウェアラブル機器（例えば、スマートメガネ、スマート手
袋、スマートブレスレット、スマートウォッチなど）という三者は、インターネットまた
は他の形式のネットワーク（ブルートゥース、赤外、カバー範囲が小さいフェムトセル(
Ｆｅｍｔｏｃｅｌｌ)、ジグビーＺｉｇＢｅｅなどの家庭ネットワーク）を介して接続さ
れ、スマート機器と移動端末、移動端末とスマートウェアラブル機器の間の三者情報相互
作用を形成する。または、スマート機器とスマートウェアラブル機器の両者の直接情報相
互作用に用いられても良い。これによって、情報化、インテリジェント化のモノのインタ
ーネットネットワークを実現する。以下、スマート機器、移動端末、スマートウェアラブ
ル機器という三者の情報を相互作用し、かつ、スマートウェアラブル機器がスマートブレ
スレットであることを例として説明する。
【００４３】
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　スマート機器が異常状況を発見し、例えば、スマートカーテンがカーテンのめくり上げ
られたことを検出し、スマートカメラが画面識別を行った後で知らない人が撮像画面に入
っているといったことを発見し、または、スマート機器自体に故障などの状況を発生した
場合、異常プロンプトメッセージを移動端末へ送信し、移動端末がスマート機器から送信
された異常プロンプトメッセージを受信し、ユーザに着用されるスマートブレスレットに
よってユーザ現在の行為状態を検出し、例えば、ユーザがスリープ状態、または運動状態
などにあるか否かを検出し、かつ、ユーザ現在の行為状態に対応する操作種別をトリガす
ることで、スマート機器に異常状況が発生したことをユーザに注意する。
【００４４】
　ステップ１０２では、行為状態に対応する操作種別を取得する。
【００４５】
　移動端末には、異なる行為状態と操作種別の対応関係表が予め設定されており、スマー
トブレスレットにより検出されたユーザ行為状態に基づいて、移動端末は、対応関係表か
ら、当該行為状態に対応する操作種別をサーチし、当該操作種別を取得する。
【００４６】
　ステップ１０３では、操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理
を実行するようにトリガする。
【００４７】
　移動端末は取得された操作種別に基づいて、当該操作種別に対応する操作指令を、ウェ
アラブル機器、例えば、スマートブレスレットへ送信することで、ウェアラブル機器が当
該操作指令に基づいて対応する注意操作処理を実行する。例えば、操作種別がある強度ま
たは周波数の信号で振動操作を行うことであれば、移動端末は、当該振動指令をスマート
ブレスレットへ送信し、当該振動指令に基づいて振動操作を行うようにスマートブレスレ
ット内の振動センサーをトリガすることで、異常状況が発生したことをユーザに注意する
。
【００４８】
　以上により、本実施例による安全注意処理方法によれば、スマート機器が送信した異常
プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状
態を検出し、当該行為状態に対応する操作種別を取得し、さらに、当該操作種別に基づい
て、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする。これによっ
て、スマート機器の異常状況を、ユーザの身の回りに着用される機器によりユーザへタイ
ムリーに注意報知するとともに、当該注意報知操作の形式を、さらにウェアラブル機器に
よるユーザ現在の行為状態の検出と組合わることで、ユーザ現在の行為状態に最も適切な
注意操作を発するため、異常メッセージ伝達のリアルタイム性及び有効性がさらに確保さ
れる。
【００４９】
　図２は、別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図２に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、さらに
、上記実施例を基に、本実施例の方法は以下のステップをさらに含む。
【００５０】
　ステップ２０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
【００５１】
　行為状態は、スリープ状態、非スリープ状態を含んでも良く、スリープ状態は、ディー
プスリープ状態、浅いスリープ状態を含んでも良く、非スリープ状態は、運動状態、静止
状態を含んでも良い。行為状態の分類については、当業者はウェアラブル機器の検出能力
に基づいて、異なる類別を分類しても良いが、本実施例では、これを限定しない。例えば
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、非スリープ状態にある運動状態については、さらに、ウェアラブルスマート機器、例え
ば、スマートブレスレットによるユーザ脈拍の検出に基づいて、ユーザが現在では散歩、
食事といった低速の運動状態、または、駆け足、水泳といったトレーリング状況における
快速運動状態などにあることを判断することで、低速と快速の異なる運動状態に応じて、
異なる強度の振動信号を用いてユーザを有効に注意するという目的を達成することができ
る。
【００５２】
　ステップ２０２、行為状態がスリープ状態であるとき、スリープ状態に対応する第１の
操作種別を取得する。
【００５３】
　注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも１つを含む。注意操作処
理の方式については、当業者はウェアラブル機器の動作性質に基づいて、異なる注意操作
処理方式を採用しても良いが、本実施例では、これを限定しない。例えば、ウェアラブル
機器がスマートメガネであれば、注意操作処理の方式はさらに、画像、映像のディスプレ
イを含んでも良く、ウェアラブル機器に音声モジュールが配置されていれば、音声プロン
プトなどをさらに含んでも良い。どんな行為状態をどんな操作種別に対応するかについて
は、移動端末によって当該スマートウェアラブル機器を制御するためのアプリケーション
プログラムＡＰＰをダウンロードしてもよく、ＡＰＰには、行為状態と操作種別の対応関
係表が予め記憶されており、当該対応関係表に基づいて、移動端末は行為状態を取得して
スリープ状態と検出したとき、スリープ状態に対応する第１の操作種別を見つけることが
できる。これによって、当該第１の操作種別に対応する注意操作処理を実行するようにウ
ェアラブルスマート機器、例えば、スマートブレスレットをトリガする。
【００５４】
　ステップ２０３では、当該第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第
一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第一
強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガする。
【００５５】
　第１の操作種別は、振動操作種別であり、かつ、振動強度が第一強度であっても良く、
または、振動プラスベルの操作種別であり、かつ、振動の強度が第一強度であり、ベルの
ボリュームが第一デシベルであっても良い。スマートウェアラブル機器、例えば、スマー
トブレスレットは、受信された移動端末のトリガ指令に応じて、対応する振動及びベル操
作を行って、当該ブレスレットが着用されているユーザをウェイクアップしてスリープ状
態から目覚ましする。
【００５６】
　以上により、本実施例による安全注意処理方法によれば、行為状態をスリープ状態、非
スリープ状態に分けて、スリープ状態はディープスリープ状態および浅いスリープ状態を
含み、非スリープ状態は、運動状態および静止状態を含み、注意操作処理は、フラッシュ
、振動、ベルのうちの少なくとも１つを含む。これによって、行為状態形式を多様化し、
ユーザ現在の行為状態との整合度を増加することができ、よりユーザ実際の行為状態に合
い、注意操作処理方式の多様化によれば、注意の効果を向上させることができ、ユーザが
当該注意操作をタイムリーに感知する。さらに、当行為状態がスリープ状態であるとき、
当該スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得し、当該第１の操作種別に基づいて、
スマートウェアラブル機器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、ス
マートウェアラブル機器が第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するよ
うにトリガする。これによって、ユーザがスリープ状態にあることを検出したとき、振動
または振動プラスベルの方式でユーザをできるだけ早くウェイクアップし、目的性の方式
で注意させることで、異常情報伝達のリアルタイム性及び有効性を確保する。
【００５７】
　図３は、別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図３に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
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、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、さらに
、上記実施例を基に、本実施例の方法は以下のステップをさらに含む。
【００５８】
　ステップ３０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
【００５９】
　ステップ３０２では、スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得する。
【００６０】
　なお、ステップ３０２とステップ３０１については、必然な前後実行順序を有しておら
ず、先ずステップ３０２を実行し、それからステップ３０１を実行しても良い。移動端末
は、所定の取得周期に基づいて、スマートウェアラブル機器から、処する所定のシーンモ
ード情報を周期的に取得しても良い。スマートウェアラブル機器はシーンモード設置を毎
回変更した後で、移動端末へ最新の所定のシーンモード情報を自発的に報告しても良い。
シーンモード情報は、おやすみモード、フライトモード、会議モード、アウトドアモード
などを含んでも良く、異なるシーンモードに対応する注意操作種別は、異なっている。前
の実施例と比べると、ここでは、ユーザ身体パラメータを検出してユーザ行為状態情報を
検出することを考慮するだけではなく、ユーザが処する環境のシーンモード情報をさらに
考慮し、これによって、注意操作選択の参考要因を増加し、異常注意を、異なる環境にあ
って異なる行為状態にあるユーザに有効に感知させる。
【００６１】
　ステップ３０３では、行為状態およびシーンモードに対応する操作種別を取得する。
【００６２】
　前のステップ１０２、ステップ２０２と同様に、移動端末には、異なる行為状態、異な
るシーンモード、異なる操作種別の三者対応関係表が予め記憶されており、スマートウェ
アラブル機器、例えば、ブレスレットにより検出されたユーザ行為状態および所定のシー
ンモードに基づいて、移動端末は、対応関係表から、当該行為状態及び所定のシーンモー
ドに対応する操作種別をサーチして、当該操作種別を取得し、当該操作種別に対応する操
作指令をウェアラブルスマート機器に送信する。
【００６３】
　ステップ３０４では、当該操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する注意操作
処理を実行するようにトリガする。
【００６４】
　以上により、本実施例による安全注意処理方法によれば、さらにスマートウェアラブル
機器の所定のシーンモードを取得することで、行為状態およびシーンモードに対応する操
作種別を取得し、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする
。これによって、ユーザ現在の行為状態およびシーンモードを組み合わせて、最も適切な
操作種別を見つけて、操作種別の考慮要因を豊富に且つ具体化し、より目的を持ってユー
ザに最適な注意方式を提供し、ユーザへの注意の有効性を向上させ、ユーザ体験を向上さ
せる。
【００６５】
　図４は、別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図４に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、さらに
、上記実施例を基に、本実施例の方法は以下のステップをさらに含む。
【００６６】
　ステップ４０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
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とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
【００６７】
　ステップ４０２では、スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得する。
【００６８】
　行為状態がスリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやすみモードであるとき、ス
テップ４０３を実行し、行為状態が非スリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやす
みモードであるとき、ステップ４０５を実行する。
【００６９】
　なお、ステップ４０２とステップ４０１については、必然な前後実行順序を有しておら
ず、先ずステップ４０２を実行し、それからステップ４０１を実行しても良い。上記２つ
のステップの説明については、上記実施例のステップ３０１とステップ３０２の内容を参
照すれば良い。
【００７０】
　行為状態の種類、シーンモードの種類は、前述実施例に描述されており、ここでは、単
に行為状態がスリープまたは非スリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやすみモー
ドであることを例として説明するが、当業者は、行為状態とシーンモードの異なる組合せ
に応じて、異なる操作種別を設定しても良い。これによって、注意操作選択の参考要因を
豊富にし、異常注意を、異なる環境にあって異なる行為状態にあるユーザに有効に感知さ
せる。
【００７１】
　ステップ４０３では、スリープ状態およびおやすみモードに対応する第２の操作種別を
取得する。
【００７２】
　ステップ４０４では、当該第２の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第
二強度の振動処理を実行するようにトリガする。
【００７３】
　ユーザのより良いスリープを考慮するため、おやすみのシーンモードを予め設定してお
り、おやすみモードは、一般的にはベル禁止操作である。また、スマートウェアラブル機
器、例えば、ブレスレットは、ユーザがスリープ状態にあることを検出した場合、振動注
意のみを行うようにスマートブレスレットをトリガし、このときの振動強度は、人体がス
リープ状況において振動してウェイクアップされるパラメータに基づいて特定されても良
く、同時に、当該第２の強度振動は、さらに、所定の振動周波数を含んでも良い。これに
よって、当該振動強度を振動周波数と組み合わせて、おやすみモードにおいて、ウェアラ
ブル機器着用者を有効にウェイクアップできるという目的を達成する。
【００７４】
　ステップ４０５では、非スリープ状態およびおやすみモードに対応する第３の操作種別
を取得する。
【００７５】
　ステップ４０６では、第３の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第三強
度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第三強度
の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。
【００７６】
　ユーザが非スリープ状態においておやすみモードを予め設定する状況は多くあり、例え
ば、事務所にあり、または、会議中では、ウェアラブル機器のベルが周りの人に迷惑をか
けることを回避するために、おやすみモードを設定した。このとき、ユーザは非スリープ
状態にあり、ウェアラブル機器が発するフラッシュを感知することができるため、ユーザ
の非スリープ状態およびおやすみモードにおける第３の操作種別を、振動または振動プラ
スフラッシュの操作種別として設定しても良い。かつ、当該第３の操作種別に基づいて、
スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、ス
マートウェアラブル機器が第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するよう
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にトリガする。これによって、ユーザが非スリープ状態且おやすみモードにあることを検
出したとき、振動または振動プラスフラッシュの方式でユーザを注意し、ユーザができる
だけ早く当該注意を感知し、異常情報伝達のリアルタイム性及び有効性を確保する。
【００７７】
　さらに、当該安全注意処理方法は、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されて
いないとき、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし
、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理
を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理、
第二デシベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするステップ
をさらに含み、ここで、第四強度は、第一強度よりも大きく、第二デシベルは、第一デシ
ベルよりも大きい。
【００７８】
　スマートウェアラブル機器側または移動端末側には、注意操作処理後の計時をトリガす
るメカニズムが設けられており、所定の計時時間に、ユーザから入力された如何なる指令
を受信していない場合、当該指令は、ユーザが注意を発見した後でスマートブレスレット
に確認キーを押下することであっても良く、当該確認情報は、当該スマートブレスレット
に対応する移動端末に伝達され、または、ユーザは、移動端末を直接操作することで当該
注意情報に応答する。しかし、所定の計時時間に、ユーザから入力された如何なる指令を
受信していない場合、デフォルトとしてはユーザが現在の注意操作を感知しておらず、移
動端末は、この前の操作よりも強い注意操作処理を実行するようにスマートウェアラブル
機器をトリガする。例えば、より強い振動強度、より速い振動周波数で振動注意を行い、
より大きいボリュームでベル注意を行いひいては継続のブーブー注意を行い、より強いラ
イトまたはより頻繁なフリッカ周波数でフラッシュ注意などを行う。
【００７９】
　さらに、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、キャンセ
ル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成し、スマート機器がキャンセルメッセー
ジに基づいて異常アラート処理をクローズするように、キャンセルメッセージをスマート
機器へ送信する。
【００８０】
　一部のシーンでは、スマート機器が異常プロンプトメッセージを発したが、ユーザは判
断後で、当該異常状況が存在しておらず、または、異常プロンプトに間違いがあると考え
ている場合、ウェアラブル機器に今回の異常プロンプトポーズキーを押下してもよく、ま
たは、移動端末にキャンセル指令を入力してスマート機器の今回異常アラートをクローズ
しても良い。例えば、家中のスマートカーテンがめくり上げられて異常プロンプトメッセ
ージを発したが、このとき、ユーザは家にいて且つカーテンが風に吹かれることを確認し
、または、スマートビデオカメラは、知らない人が家に入っていることを撮像しているが
、ユーザは自分が知っている人だと確認する場合、スマートウェアラブル機器または移動
端末によってキャンセル指令をトリガすることで、今回異常アラートを解除できる。
【００８１】
　さらに、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、警報指令に基づ
いて、警報メッセージを生成し、警報メッセージを送信することで、警報メッセージの受
信側が警報メッセージに基づいて警報操作を行う。
【００８２】
　上記の警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかけることの
うちの少なくとも１つを含む。
【００８３】
　ユーザは、ウェアラブル機器に警報ボタンを押して警報指令をトリガしても良く、移動
端末は、当該警報指令を受信して警報メッセージを生成し、所定の警報メッセージの受信
側へ送信し、当該受信側は対応する警報操作を行う。例えば、警報指令によって監視カメ
ラを起動することで、ユーザは、異常プロンプトメッセージを発したスマート機器の現場
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状況を真っ先に了解して、正確な処理措置を取る。例えば、スマートカーテンが異常アラ
ートを発しており、ユーザは、おそらく家に泥棒が入っていると考えて、警報指令を入力
しても良く、これによって、警報メッセージを受信したスマートビデオカメラは、監視カ
メラを起動し、泥棒の犯罪行為の全過程をリアルタイムに撮像する。さらに、緊急連絡電
話をかける警報操作によって、当該異常状況を、異常状況を解決する最も有能な方に有効
に通知してもよく、例えば、ユーザ本人が地方にあり、警報指令を送信することで、警報
メッセージを受信した緊急連絡電話の連絡人が異常状況を見に現場に駆けて、できるだけ
異常状況による損失を回避または低減する。
【００８４】
　以下は本開示の装置実施例であり、本開示の方法実施例を実行するのに用いることがで
きる。本開示の装置実施例に開示されていない具体的なものについては、本開示の方法実
施例を参照すれば良い。
【００８５】
　図５は、ある実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。当該安全注意処
理装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組み合わせによって電子機器の一部
または全部として実現しても良い。当該安全注意処理装置は、スマート機器が送信した異
常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為
状態を検出するための検出モジュール５０１と、前記検出モジュール５０１により検出さ
れた前記行為状態に対応する操作種別を取得するための操作取得モジュール５０２と、前
記操作取得モジュール５０２により取得された前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブ
ル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガするためのトリガモジュール５０
３と、を備えても良い。
【００８６】
　以上により、本実施例による安全注意処理装置によれば、スマート機器が送信した異常
プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状
態を検出し、当該行為状態に対応する操作種別を取得し、さらに、当該操作種別に基づい
て、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする。これによっ
て、スマート機器の異常状況を、ユーザの身の回りに着用される機器によりユーザへタイ
ムリーに注意報知するとともに、当該注意報知操作の形式を、さらにウェアラブル機器に
よるユーザ現在の行為状態の検出と組合わることで、ユーザ現在の行為状態に最も適切な
注意操作を発するため、異常メッセージ伝達のリアルタイム性及び有効性がさらに確保さ
れる。
【００８７】
　図６は、別の実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。当該安全注意処
理装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組み合わせによって電子機器の一部
または全部として実現しても良い。
【００８８】
　上記装置実施例を基に、当該安全注意処理装置の操作取得モジュール５０２は、第１の
操作取得サブモジュールを有する。第１の操作取得サブモジュール５０２１は、検出モジ
ュール５０１により検出された行為状態がスリープ状態であるとき、スリープ状態に対応
する第１の操作種別を取得する。トリガモジュール５０３は、第１のトリガサブモジュー
ル５０３１を有する。第１のトリガサブモジュール５０３１は、第１の操作取得サブモジ
ュール５０２１により取得された第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器
が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、第一強度の振動処理及び第一
デシベルのベル処理を実行するように前記スマートウェアラブル機器をトリガする。
【００８９】
　好ましくは、検出モジュール５０１により検出される行為状態は、スリープ状態および
非スリープ状態を含み、トリガモジュール５０３によりトリガされるスリープ状態は、デ
ィープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、前記非スリープ状態は、運動状態お
よび静止状態を含み、注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも１つ
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を含む。
【００９０】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、スマートウェアラブル機器の所定のシーンモー
ドを取得するためのシーン取得モジュール５０４をさらに備える。操作取得モジュール５
０２は、さらに、検出モジュール５０１により検出された行為状態およびシーン取得モジ
ュール５０４により取得されたシーンモードに対応する操作種別を取得する。
【００９１】
　好ましくは、操作取得モジュール５０２は、第２の操作取得サブモジュール５０２２を
有する。第２の操作取得サブモジュール５０２２は、検出モジュール５０１により検出さ
れた行為状態がスリープ状態であり、かつ、シーン取得モジュール５０４により取得され
たシーンモードがおやすみモードであるとき、スリープ状態およびおやすみモードに対応
する第２の操作種別を取得する。トリガモジュール５０３は、第２のトリガサブモジュー
ル５０３２を有する。第２のトリガサブモジュール５０３２は、第２の操作取得サブモジ
ュール５０２２により取得された第２の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器
が第二強度の振動処理を実行するようにトリガする。
【００９２】
　好ましくは、操作取得モジュール５０２は、第３の操作取得サブモジュール５０２３を
有する。第３の操作取得サブモジュール５０２３は、検出モジュール５０１により検出さ
れた行為状態が非スリープ状態であり、かつ、シーン取得モジュール５０４により取得さ
れたシーンモードがおやすみモードであるとき、非スリープ状態およびおやすみモードに
対応する第３の操作種別を取得する。トリガモジュール５０３は、第３のトリガサブモジ
ュール５０３３を有する。第３のトリガサブモジュール５０３３は、第３の操作取得サブ
モジュール５０２３により取得された第３の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル
機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機
器が第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。
【００９３】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信さ
れていないとき、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリ
ガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル
処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処
理、第二デシベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするため
のタイムアウト処理モジュール５０５をさらに備え、ここで、第四強度は、第一強度より
も大きく、第二デシベルは、第一デシベルよりも大きい。
【００９４】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間
内で受信されたとき、キャンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成するため
のキャンセル指令処理モジュール５０６と、スマート機器がキャンセルメッセージに基づ
いて異常アラート処理をクローズするように、キャンセル指令処理モジュール５０６によ
り生成されたキャンセルメッセージをスマート機器へ送信するための第１の送信モジュー
ル５０７と、をさらに備える。
【００９５】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受
信されたとき、警報指令に基づいて、警報メッセージを生成するための警報指令処理モジ
ュール５０８と、警報メッセージの受信側が警報メッセージに基づいて警報操作を行うよ
うに、警報指令処理モジュール５０８により生成された警報メッセージを送信するための
第２の送信モジュール５０９と、をさらに備える。
【００９６】
　好ましくは、警報操作は、監視カメラを起動こと、緊急連絡電話をかけることのうちの
少なくとも１つを含む。
【００９７】



(18) JP 2017-538236 A 2017.12.21

10

20

30

40

50

　上記実施例における装置中の各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、当該方法
に関する実施例において詳細に記述されているため、ここで詳細に説明しない。
【００９８】
　図７は、ある実施例による安全注意処理装置７００を示すブロック図である。例えば、
安全注意処理装置７００は、携帯電話、スマートウェアラブル機器、コンピュータ、デジ
タル放送端末、メッセージ送受信機器、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療設
備、フィットネス機器、ＰＤＡ、ルータ、チューナーなどであってもよい。
【００９９】
　図７を参照すると、装置７００は、以下の１つ又は複数のユニット、すなわち、処理ユ
ニット７０２、メモリ７０４、電源ユニット７０６、マルチメディアユニット７０８、オ
ーディオユニット７１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース７１２、センサユニッ
ト７１４及び通信ユニット７１６を備えてもよい。
【０１００】
　処理ユニット７０２は通常、装置７００の全般操作、例えば、表示、電話発呼、データ
通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット７０２は、前記
方法のステップの全部又は一部を実行するように、指令を実行する１つ又は複数のプロセ
ッサ７２０を備えてもよい。また、処理ユニット７０２は、処理ユニット７０２と他のユ
ニットとの間の相互作用を容易にするように、１つ又は複数のモジュールを備えてもよい
。例えば、処理ユニット７０２は、マルチメディアユニット７０８と処理ユニット７０２
との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを備えてもよい。
【０１０１】
　メモリ７０４は、装置７００での操作をサポートするために、各種別のデータを記憶す
るように構成される。これらのデータの例示は、装置７００で操作する如何なるアプリケ
ーションプログラムまたは方法の指令、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ、ピク
チャ、映像などを含む。メモリ７０４は、如何なる種別の揮発性もしくは不揮発性記憶デ
バイスまたはそれらの組合せ、例えば、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気
的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプログ
ラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモリ（ＰＲ
ＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク
または光ディスクによって実現されてもよい。
【０１０２】
　電源ユニット７０６は、装置７００のユニットのそれぞれに電力を供給する。電源ユニ
ット７０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、並びに、装置７００用の電力
を生成、管理および配分するに関する他のユニットを含んでもよい。
【０１０３】
　マルチメディアユニット７０８は、前記装置７００とユーザとの間に１つの出力インタ
ーフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでも良い。スクリーンは、タッチ
パネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実
現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェスチャ
ーを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、タッ
チまたはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操作と
関連する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マルチ
メディアユニット７０８は、１つのフロントカメラおよび／またはバックカメラを含む。
装置７００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フロントカ
メラおよび／またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができ
る。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズシステム
であってもよいし、焦点距離および光学ズーム能力を有するものであってもよい。
【０１０４】
　オーディオユニット７１０は、オーディオ信号を出力および／または入力するように構
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成される。例えば、オーディオユニット７１０は、マイク（ＭＩＣ）を備え、装置７００
が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあるとき、マイ
クは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号は、
さらに、メモリ７０４に記憶される、または、通信ユニット７１６を介して送信されるこ
とができる。一部の実施例では、オーディオユニット７１０は、さらに、オーディオ信号
を出力するためのスピーカをさらに含む。
【０１０５】
　Ｉ／Ｏインターフェース７１２は、処理ユニット７０２とペリフェラルインターフェー
スモジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルインタ
ーフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。
これらのボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボ
タンを含んでも良いが、それらに限定されない。
【０１０６】
　センサユニット７１４は、様々な側面での状態推定を装置７００に供給するための１つ
または複数のセンサを含む。例えば、センサユニット７１４は、装置７００のオン／オフ
状態、ユニットの相対位置を検出することができ、例えば、前記ユニットは、装置７００
のディスプレイおよびキーパッドである。センサユニット７１４は、さらに、装置７００
もしくは装置７００の１つのユニットの位置変更、ユーザと装置７００との接触の存在も
しくは不存在、装置７００の方位または加速／減速および装置７００の温度変化をさらに
検出することができる。センサユニット７１４は、如何なる物理的接触もないとき、近辺
にある物体の存在を検出するための近接センサを含んでもよい。センサユニット７１４は
、さらに、イメージングアプリケーションに使用される光センサ、例えばＣＭＯＳまたは
ＣＣＤ画像センサを含んでも良い。一部の実施例では、当該センサユニット７１４は、さ
らに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサを含ん
でも良い。
【０１０７】
　通信ユニット７１６は、装置７００と他の機器間の無線または有線方式の通信が便利に
なるように構成される。装置７００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えば、Ｗ
ｉＦｉ、２Ｇもしくは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。ある実
施例では、通信ユニット７１６は、外部ブロードキャスト管理システムからのブロードキ
ャスト信号またはブロードキャスト関連情報をブロードキャストチャネルを介して受信す
る。ある実施例では、前記通信ユニット７１６は、さらに、短距離通信を容易にするよう
に、ニアフィールド通信（ＮＦＣ）モジュールを含んでも良い。例えば、ＮＦＣモジュー
ルでは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外データ協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域
（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術および他の技術によって実現
されてもよい。
【０１０８】
　実施例では、装置７００は、上記方法を実行するための１つ又は複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（
ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサま
たは他の電子部品によって実現されてもよい。
【０１０９】
　実施例では、指令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、指令
を含むメモリ７０４をさらに提供し、上記指令が装置７００のプロセッサ７２０によって
実行されることで上述した方法を実施させることができる。例えば、前記非一時的コンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＣＤ-
ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスクおよび光データ記憶機器などであっても良い。
【０１１０】
　非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、前記記録媒体における命令が移動端



(20) JP 2017-538236 A 2017.12.21

10

末のプロセッサにより実行されると、移動端末がネットワークアクセス方法を実行するよ
うにする。前記端末は、プロセッサ７２０が実行可能な指令を記憶するためのメモリ７０
４と、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブ
ル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、行為状態に対応する操作種別を取得し、
操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガ
するプロセッサ７２０と、を備える。
【０１１１】
　本開示が以上で記載され、且つ図面に示された正確な構造に限定されるものでなく、そ
の要旨を逸脱しない範囲で様々な補正や変更も可能であることは理解されるべきである。
本開示の範囲は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。
【０１１２】
　本発明は、出願番号が２０１５１０６４０７１９.６であり、出願日が２０１５年９月
３０日である中国特許出願を基に提出するものであり、当該中国特許出願の優先権を主張
し、当該中国特許出願の全ての内容は、参照のため本願に援用される。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月11日(2016.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機
器によりユーザの現在の行為状態を検出するステップと、
　前記行為状態に対応する操作種別を取得するステップと、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップと、を含むことを特徴とする安全注意処理方法。
【請求項２】
　前記行為状態は、スリープ状態および非スリープ状態を含み、前記スリープ状態は、デ
ィープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、前記非スリープ状態は、運動状態お
よび静止状態を含み、
　前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも１つを含むことを特
徴とする請求項１に記載の安全注意処理方法。
【請求項３】
　前記行為状態がスリープ状態であるとき、前記行為状態に対応する操作種別を取得する
ステップは、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得するステップを含み、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップは、前記第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器
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が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機
器が前記第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガするス
テップを含むことを特徴とする請求項２に記載の安全注意処理方法。
【請求項４】
　スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するステップをさらに含み、
　前記行為状態に対応する操作種別を取得するステップは、前記行為状態および前記シー
ンモードに対応する操作種別を取得するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載
の安全注意処理方法。
【請求項５】
　前記行為状態がスリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモードである
とき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステップは、
前記スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第２の操作種別を取得するステッ
プを含み、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップは、前記第２の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル
機器が第二強度の振動処理を実行するようにトリガするステップを含むことを特徴とする
請求項４に記載の安全注意処理方法。
【請求項６】
　前記行為状態が非スリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモードであ
るとき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステップは
、前記非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第３の操作種別を取得するス
テップを含み、
　前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するよ
うにトリガするステップは、前記第３の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル
機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブ
ル機器が前記第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする
ステップを含むことを特徴とする請求項４に記載の安全注意処理方法。
【請求項７】
　ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマートウェアラ
ブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、前記スマートウェアラブル機
器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するようにトリガし、ま
たは、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記第二デシベルのベ
ル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするステップをさらに含み、
　前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、前記第二デシベルは、前記第一デシベル
よりも大きいことを特徴とする請求項３に記載の安全注意処理方法。
【請求項８】
　ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャンセル指
令に基づいてキャンセルメッセージを生成し、且つ、前記スマート機器が前記キャンセル
メッセージに基づいて異常アラート処理をクローズするように、前記キャンセルメッセー
ジを前記スマート機器へ送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１～７の
何れか一項に記載の安全注意処理方法。
【請求項９】
　ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に基づいて
、警報メッセージを生成するステップと、
　前記警報メッセージの受信側が前記警報メッセージに基づいて警報操作を行うように、
前記警報メッセージを送信するステップとを、さらに含むことを特徴とする請求項１～７
の何れか一項に記載の安全注意処理方法。
【請求項１０】
　前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかけることのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項９に記載の安全注意処理方法。
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【請求項１１】
　スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機
器によりユーザの現在の行為状態を検出するための検出モジュールと、
　前記検出モジュールにより検出された前記行為状態に対応する操作種別を取得するため
の操作取得モジュールと、
前記操作取得モジュールにより取得された前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機
器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガするためのトリガモジュールと、を備
えることを特徴とする安全注意処理装置。
【請求項１２】
　前記検出モジュールにより検出される前記行為状態は、スリープ状態および非スリープ
状態を含み、前記スリープ状態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み
、前記非スリープ状態は、運動状態および静止状態を含み、
　前記トリガモジュールによりトリガされる前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベ
ルのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１１に記載の安全注意処理装置
。
【請求項１３】
　前記操作取得モジュールは、第１の操作取得サブモジュールを有し、
前記第１の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為状
態がスリープ状態であるとき、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得し、
　前記トリガモジュールは、第１のトリガサブモジュールを有し、
　前記第１のトリガサブモジュールは、前記第１の操作取得サブモジュールにより取得さ
れた前記第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第一強度の振動処理を
実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第一強度の振動
処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガすることを特徴とする請求項１
２に記載の安全注意処理装置。
【請求項１４】
　スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するためのシーン取得モジュー
ルをさらに備え、
　前記操作取得モジュールは、さらに、前記検出モジュールにより検出された前記行為状
態と前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーンモードとに対応する操作種別
を取得することを特徴とする請求項１１に記載の安全注意処理装置。
【請求項１５】
　前記操作取得モジュールは、第２の操作取得サブモジュールを有し、
　前記第２の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為
状態がスリープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シー
ンモードがおやすみモードであるとき、前記スリープ状態および前記おやすみモードに対
応する第２の操作種別を取得し、
　前記トリガモジュールは、第２のトリガサブモジュールを有し、
　前記第２のトリガサブモジュールは、前記第２の操作取得サブモジュールにより取得さ
れた前記第２の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第二強度の振動処
理を実行するようにトリガすることを特徴とする請求項１４に記載の安全注意処理装置。
【請求項１６】
　前記操作取得モジュールは、第３の操作取得サブモジュールを有し、
　前記第３の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為
状態が非スリープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シ
ーンモードがおやすみモードであるとき、前記非スリープ状態および前記おやすみモード
に対応する第３の操作種別を取得し、
　前記トリガモジュールは、第３のトリガサブモジュールを有し、
　前記第３のトリガサブモジュールは、前記第３の操作取得サブモジュールにより取得さ
れた前記第３の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処
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理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第三強度の
振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガすることを特徴とする請求項
１４に記載の安全注意処理装置。
【請求項１７】
　ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマートウェアラ
ブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、前記スマートウェアラブル機
器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するようにトリガし、ま
たは、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記第二デシベルのベ
ル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするためのタイムアウト処理モ
ジュールをさらに備え、
　前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、前記第二デシベルは、前記第一デシベル
よりも大きいことを特徴とする請求項１３に記載の安全注意処理装置。
【請求項１８】
　ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャンセル指
令に基づいて、キャンセルメッセージを生成するためのキャンセル指令処理モジュールと
、
　前記スマート機器が前記キャンセルメッセージに基づいて異常アラート処理をクローズ
するように、前記キャンセル指令処理モジュールにより生成された前記キャンセルメッセ
ージを前記スマート機器へ送信するための第１の送信モジュールと、をさらに備えること
を特徴とする請求項１１～１７の何れかに記載の安全注意処理装置。
【請求項１９】
　ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に基づいて
警報メッセージを生成するための警報指令処理モジュールと、
　前記警報メッセージの受信側が前記警報メッセージに基づいて警報操作を行うように、
前記警報指令処理モジュールにより生成された前記警報メッセージを送信するための第２
の送信モジュールと、をさらに備えることを特徴とする請求項１１～１７の何れかに記載
の安全注意処理装置。
【請求項２０】
　前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかけることのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１９に記載の安全注意処理装置。
【請求項２１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたと
き、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、前記行為状態に対応する
操作種別を取得し、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作
処理を実行するようにトリガすることを特徴とする安全注意処理装置。
【請求項２２】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の
安全注意処理方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、スマートウェアラブル機器分野に関し、特に、安全注意処理方法、装置、プ
ログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルインターネットの発展、技術進歩及び高性能且つ低消費電力処理チップのリリ
ースなどに伴って、スマートウェアラブル機器は、概念化から商用化になり、人々の日常
生活に不可欠な補助装備となっている。
【０００３】
　現在では、スマートウェアラブル機器は、スマートメガネ、手袋、ブレスレット、ウォ
ッチなどを含む。スマートブレスレットを例として、それは、着用者のスリープ状態を感
知してスリープ品質評価を提供することができ、さらに、着用者の運動状態を感知して毎
日運動状況レポートなどを提供することができる。同時に、モノのインターネットの発展
に伴って、家庭生活には、多くのスマート機器、例えば、スマートカーテン、スマート煙
探知器、スマートカメラなどが出現しており、これらのスマート機器は、異常を発見する
場合、警報情報をタイムリーにユーザの携帯電話端末へ送信することができるが、ユーザ
の携帯電話は、一般的には随時に身の回りに持っていないため、スマート機器が出した警
報情報をタイムリーに発見することができず、最適な異常処理タイミングをずらしてしま
う。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　関連技術に存在する課題を解決するために、本開示は、安全注意処理方法、装置、プロ
グラム及び記録媒体を提供する。前記技術案は下記の通りである。
【０００５】
　本開示の実施例の第１の態様によれば、安全注意処理方法を提供する。前記方法は、ス
マート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器に
よりユーザの現在の行為状態を検出するステップと、前記行為状態に対応する操作種別を
取得するステップと、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操
作処理を実行するようにトリガするステップと、を含む。
【０００６】
　さらに、前記行為状態は、スリープ状態および非スリープ状態を含み、前記スリープ状
態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、前記非スリープ状態は、運
動状態および静止状態を含み、前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少
なくとも１つを含む。
【０００７】
　さらに、前記行為状態がスリープ状態であるとき、前記行為状態に対応する操作種別を
取得するステップは、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得するステップを
含み、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行す
るようにトリガするステップは、前記第１の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラ
ブル機器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェア
ラブル機器が前記第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリ
ガするステップを含む。
【０００８】
　さらに、前記スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するステップをさ
らに含み、前記行為状態に対応する操作種別を取得するステップは、前記行為状態および
前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステップを含む。
【０００９】
　さらに、前記行為状態がスリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモー
ドであるとき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するステ
ップは、前記スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第２の操作種別を取得す
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るステップを含み、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作
処理を実行するようにトリガするステップは、前記第２の操作種別に基づいて、前記スマ
ートウェアラブル機器が第二強度の振動処理を実行するようにトリガするステップを含む
。
【００１０】
　さらに、前記行為状態が非スリープ状態であり、かつ、前記シーンモードがおやすみモ
ードであるとき、前記行為状態および前記シーンモードに対応する操作種別を取得するス
テップは、前記非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第３の操作種別を取
得するステップを含み、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意
操作処理を実行するようにトリガするステップは、前記第３の操作種別に基づいて、前記
スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前
記スマートウェアラブル機器が前記第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行
するようにトリガするステップを含む。
【００１１】
　さらに、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマート
ウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、前記スマートウェア
ラブル機器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するようにトリ
ガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記第二デシ
ベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするステップをさらに
含み、前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、前記第二デシベルは、前記第一デシ
ベルよりも大きい。
【００１２】
　さらに、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャ
ンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成し、前記スマート機器が前記キャン
セルメッセージに基づいて異常アラート処理をクローズするように、前記キャンセルメッ
セージを前記スマート機器へ送信するステップをさらに含む。
【００１３】
　さらに、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に
基づいて、警報メッセージを生成するステップと、前記警報メッセージの受信側が前記警
報メッセージに基づいて警報操作を行うように、前記警報メッセージを送信するステップ
と、をさらに含む。
【００１４】
　さらに、前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかける
ことのうちの少なくとも１つを含む。
【００１５】
　本開示の実施例の第２の態様によれば、安全注意処理装置を提供する。前記装置は、ス
マート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器に
よりユーザの現在の行為状態を検出するための検出モジュールと、前記検出モジュールに
より検出された前記行為状態に対応する操作種別を取得するための操作取得モジュールと
、前記操作取得モジュールにより取得された前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル
機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガするためのトリガモジュールと、を
備える。
【００１６】
　さらに、前記検出モジュールにより検出される前記行為状態は、スリープ状態および非
スリープ状態を含み、前記スリープ状態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状
態を含み、前記非スリープ状態は、運動状態および静止状態を含み、前記トリガモジュー
ルによりトリガされる前記注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも
１つを含む。
【００１７】
　さらに、前記操作取得モジュールは、第１の操作取得サブモジュールを有し、前記第１
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の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為状態がスリ
ープ状態であるとき、前記スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得し、前記トリガ
モジュールは、第１のトリガサブモジュールを有し、前記第１のトリガサブモジュールは
、前記第１の操作取得サブモジュールにより取得された前記第１の操作種別に基づいて、
前記スマートウェアラブル機器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または
、前記スマートウェアラブル機器が前記第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理
を実行するようにトリガする。
【００１８】
　さらに、前記スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得するためのシーン
取得モジュールをさらに備え、前記操作取得モジュールは、さらに、前記検出モジュール
により検出された前記行為状態と前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーン
モードとに対応する操作種別を取得する。
【００１９】
　さらに、前記操作取得モジュールは、第２の操作取得サブモジュールを有し、前記第２
の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為状態がスリ
ープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーンモードが
おやすみモードであるとき、前記スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第２
の操作種別を取得し、前記トリガモジュールは、第２のトリガサブモジュールを有し、前
記第２のトリガサブモジュールは、前記第２の操作取得サブモジュールにより取得された
前記第２の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第二強度の振動処理を
実行するようにトリガする。
【００２０】
　さらに、前記操作取得モジュールは、第３の操作取得サブモジュールを有し、前記第３
の操作取得サブモジュールは、前記検出モジュールにより検出された前記行為状態が非ス
リープ状態であり、かつ、前記シーン取得モジュールにより取得された前記シーンモード
がおやすみモードであるとき、前記非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する
第３の操作種別を取得し、前記トリガモジュールは、第３のトリガサブモジュールを有し
、前記第３のトリガサブモジュールは、前記第３の操作取得サブモジュールにより取得さ
れた前記第３の操作種別に基づいて、前記スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処
理を実行するようにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第三強度の
振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。
【００２１】
　さらに、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき、前記スマート
ウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、前記スマー
トウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行するよ
うにトリガし、または、前記スマートウェアラブル機器が前記第四強度の振動処理、前記
第二デシベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするためのタ
イムアウト処理モジュールをさらに備え、前記第四強度は、前記第一強度よりも大きく、
前記第二デシベルは、前記第一デシベルよりも大きい。
【００２２】
　さらに、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、前記キャ
ンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成するためのキャンセル指令処理モジ
ュールと、前記スマート機器が前記キャンセルメッセージに基づいて異常アラート処理を
クローズするように、前記キャンセル指令処理モジュールにより生成された前記キャンセ
ルメッセージを前記スマート機器へ送信するための第１の送信モジュールと、をさらに備
える。
【００２３】
　さらに、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、前記警報指令に
基づいて、警報メッセージを生成するための警報指令処理モジュールと、前記警報メッセ
ージの受信側が前記警報メッセージに基づいて警報操作を行うように、前記警報指令処理
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モジュールにより生成された前記警報メッセージを送信するための第２の送信モジュール
と、をさらに備える。
【００２４】
　さらに、前記警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかける
ことのうちの少なくとも１つを含む。
【００２５】
　本開示の実施例の第３の態様によれば、安全注意処理装置を提供する。前記装置は、プ
ロセッサと、前記プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリと、を備え、前記
プロセッサは、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウ
ェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、前記行為状態に対応する操作種
別を取得し、前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を
実行するようにトリガするように構成される。
【００２６】
　本開示の実施例の第４の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、本開示の
実施例の第１の態様に記載の安全注意処理方法を実現するプログラムを提供する。
【００２７】
　本開示の実施例の第５の態様によれば、本開示の実施例の第４の態様に記載のプログラ
ムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００２８】
　本開示の実施例による技術案は、以下の格別な作用効果を含むことができる。
【００２９】
　（１）ある実施例では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信され
たとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、当該行為状態に対応
する操作種別を取得し、さらに、当該操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する
注意操作処理を実行するようにトリガする。これによって、スマート機器の異常状況を、
ユーザの身の回りに着用される機器によりユーザへタイムリーに注意報知するとともに、
当該注意報知操作の形式を、さらにウェアラブル機器によるユーザ現在の行為状態の検出
と組合わることで、ユーザ現在の行為状態に最も適切な注意操作を発するため、異常メッ
セージ伝達のリアルタイム性及び有効性がさらに確保される。
【００３０】
　（２）別の実施例では、行為状態は、スリープ状態および非スリープ状態を含み、スリ
ープ状態は、ディープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、非スリープ状態は、
運動状態および静止状態を含み、注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少な
くとも１つを含む。行為状態形式の多様化によれば、ユーザ現在の行為状態との整合度を
増加することができ、よりユーザ実際の行為状態に合い、注意操作処理方式の多様化によ
れば、注意の効果を向上させることができ、ユーザが当該注意操作をタイムリーに感知す
る。
【００３１】
　（３）別の実施例では、行為状態がスリープ状態であるとき、当該スリープ状態に対応
する第１の操作種別を取得し、当該第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機
器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器
が第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガする。これに
よって、ユーザがスリープ状態にあることを検出したとき、振動または振動プラスベルの
方式でユーザをできるだけ早くウェイクアップし、目的性の方式で注意させることで、異
常情報伝達のリアルタイム性及び有効性を確保する。
【００３２】
　（４）別の実施例では、さらにスマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得
することで、行為状態およびシーンモードに対応する操作種別を取得し、ウェアラブル機
器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする。これによって、ユーザ現在の行



(29) JP 2017-538236 A 2017.12.21

為状態およびシーンモードを組み合わせて、最も適切な操作種別を見つけて、操作種別の
考慮要因を豊富に且つ具体化し、より目的を持ってユーザに最適な注意方式を提供し、ユ
ーザへの注意の有効性を向上させ、ユーザ体験を向上させる。
【００３３】
　（５）別の実施例では、行為状態がスリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやす
みモードであるとき、スリープ状態およびおやすみモードに対応する第２の操作種別を取
得し、第２の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第二強度の振動処理を実
行するようにトリガする。これによって、ユーザの実際のニーズを出発点とし、例えば、
ユーザが寝ているときに邪魔されたくないと思って、静音を設定したが、異常の突発状況
に遭うとき依然としてユーザに通知する必要があり、このような場合、ユーザが振動注意
を感知するために、スマートウェアラブル機器をトリガして第二強度の振動処理を実行し
ても良い。このように、ユーザニーズを満足できるだけではなく、ユーザへの有効な注意
をも実現できる。
【００３４】
　（６）別の実施例では、行為状態が非スリープ状態であり、かつ、シーンモードがおや
すみモードであるとき、非スリープ状態および前記おやすみモードに対応する第３の操作
種別を取得し、第３の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動
処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処
理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。これによって、ユーザの実際
のニーズを出発点とし、例えば、ユーザが会議中に注意メッセージを受信して他人を邪魔
したくないと思って、静音を設定したが、このような場合、ユーザが異常状況の注意を感
知するために、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガ
し、または、スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理
を実行するようにトリガしても良い。このように、ユーザニーズを満足できるだけではな
く、ユーザへの有効な注意をも実現できる。
【００３５】
　（７）別の実施例では、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されていないとき
、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、
スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理を実行する
ようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理、第二デシベ
ルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガし、ここでは、第四強度
は、第一強度よりも大きく、第二デシベルは、第一デシベルよりも大きい。これによって
、所定の時間内に、ユーザが注意を感知していない場合、もっと強い注意方式でユーザに
注意をタイムリーに感知させることで、異常状況メッセージ伝達の有効性を確保する。
【００３６】
　（８）別の実施例では、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信された
とき、キャンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成し、スマート機器がキャ
ンセルメッセージに基づいて異常アラート処理をクローズするように、キャンセルメッセ
ージをスマート機器へ送信する。これによって、ユーザに多様化の操作方式を提供し、ユ
ーザ体験感を向上させる。
【００３７】
　（９）別の実施例では、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、
警報指令に基づいて、警報メッセージを生成し、警報メッセージの受信側が警報メッセー
ジに基づいて警報操作を行うように、警報メッセージを送信する。警報操作によれば、ユ
ーザが異常状況をタイムリーに有効に処理することで、ユーザ体験感を向上させ、ユーザ
の利益を保障する。
【００３８】
　（１０）別の実施例では、警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡
電話をかけることのうちの少なくとも１つを含む。警報指令により監視カメラを起動する
ことで、ユーザが異常プロンプトメッセージを発したスマート機器の現場状況を真っ先に
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了解して、正確な処理措置を取り、または、緊急連絡電話をかけることで、当該異常状況
を、異常状況を解決する最も有能な方に有効に通知して、できるだけ異常状況による損失
を回避または低減する。
【００３９】
　上述した一般的な記述および後続の詳細な記述は、単に例示的および解釈的なものであ
り、本発明を制限できるものでないと理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本開示に適した実施例を示し
、かつ、明細書の文字記載とともに本開示の仕組みを解釈するために用いられる。
【図１】ある実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図２】別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図３】別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図４】別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。
【図５】ある実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。
【図６】別の実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。
【図７】ある実施例による安全注意処理装置７００を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　次に、実施例を詳細に説明し、例示が図に示されている。以下の記述が図に係る場合、
別途にて示さない限り、異なる図面における同じ符号は、同じまたは類似する要素を示す
。以下の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表すると
は限らない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の
一部の局面と一致する装置および方法の例に過ぎない。
【００４２】
　図１は、ある実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図１に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、本実施
例の方法は以下のステップを含む。
【００４３】
　ステップ１０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
【００４４】
　当該安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）、例えば、移動端末機器（タブレ
ットＰＣ、携帯電話など）に用いることができる。移動端末、モノのインターネットに基
づくスマート機器（例えば、スマート冷蔵庫、スマートカーテン、スマート煙探知器、ス
マートカメラなど）、スマートウェアラブル機器（例えば、スマートメガネ、スマート手
袋、スマートブレスレット、スマートウォッチなど）という三者は、インターネットまた
は他の形式のネットワーク（ブルートゥース、赤外、カバー範囲が小さいフェムトセル(
Ｆｅｍｔｏｃｅｌｌ)、ジグビーＺｉｇＢｅｅなどの家庭ネットワーク）を介して接続さ
れ、スマート機器と移動端末、移動端末とスマートウェアラブル機器の間の三者情報相互
作用を形成する。または、スマート機器とスマートウェアラブル機器の両者の直接情報相
互作用に用いられても良い。これによって、情報化、インテリジェント化のモノのインタ
ーネットネットワークを実現する。以下、スマート機器、移動端末、スマートウェアラブ
ル機器という三者の情報を相互作用し、かつ、スマートウェアラブル機器がスマートブレ
スレットであることを例として説明する。
【００４５】
　スマート機器が異常状況を発見し、例えば、スマートカーテンがカーテンのめくり上げ
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られたことを検出し、スマートカメラが画面識別を行った後で知らない人が撮像画面に入
っているといったことを発見し、または、スマート機器自体に故障などの状況を発生した
場合、異常プロンプトメッセージを移動端末へ送信し、移動端末がスマート機器から送信
された異常プロンプトメッセージを受信し、ユーザに着用されるスマートブレスレットに
よってユーザ現在の行為状態を検出し、例えば、ユーザがスリープ状態、または運動状態
などにあるか否かを検出し、かつ、ユーザ現在の行為状態に対応する操作種別をトリガす
ることで、スマート機器に異常状況が発生したことをユーザに注意する。
【００４６】
　ステップ１０２では、行為状態に対応する操作種別を取得する。
【００４７】
　移動端末には、異なる行為状態と操作種別の対応関係表が予め設定されており、スマー
トブレスレットにより検出されたユーザ行為状態に基づいて、移動端末は、対応関係表か
ら、当該行為状態に対応する操作種別をサーチし、当該操作種別を取得する。
【００４８】
　ステップ１０３では、操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理
を実行するようにトリガする。
【００４９】
　移動端末は取得された操作種別に基づいて、当該操作種別に対応する操作指令を、ウェ
アラブル機器、例えば、スマートブレスレットへ送信することで、ウェアラブル機器が当
該操作指令に基づいて対応する注意操作処理を実行する。例えば、操作種別がある強度ま
たは周波数の信号で振動操作を行うことであれば、移動端末は、当該振動指令をスマート
ブレスレットへ送信し、当該振動指令に基づいて振動操作を行うようにスマートブレスレ
ット内の振動センサーをトリガすることで、異常状況が発生したことをユーザに注意する
。
【００５０】
　以上により、本実施例による安全注意処理方法によれば、スマート機器が送信した異常
プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状
態を検出し、当該行為状態に対応する操作種別を取得し、さらに、当該操作種別に基づい
て、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする。これによっ
て、スマート機器の異常状況を、ユーザの身の回りに着用される機器によりユーザへタイ
ムリーに注意報知するとともに、当該注意報知操作の形式を、さらにウェアラブル機器に
よるユーザ現在の行為状態の検出と組合わることで、ユーザ現在の行為状態に最も適切な
注意操作を発するため、異常メッセージ伝達のリアルタイム性及び有効性がさらに確保さ
れる。
【００５１】
　図２は、別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図２に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、さらに
、上記実施例を基に、本実施例の方法は以下のステップをさらに含む。
【００５２】
　ステップ２０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
【００５３】
　行為状態は、スリープ状態、非スリープ状態を含んでも良く、スリープ状態は、ディー
プスリープ状態、浅いスリープ状態を含んでも良く、非スリープ状態は、運動状態、静止
状態を含んでも良い。行為状態の分類については、当業者はウェアラブル機器の検出能力
に基づいて、異なる類別を分類しても良いが、本実施例では、これを限定しない。例えば
、非スリープ状態にある運動状態については、さらに、ウェアラブルスマート機器、例え
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ば、スマートブレスレットによるユーザ脈拍の検出に基づいて、ユーザが現在では散歩、
食事といった低速の運動状態、または、駆け足、水泳といったトレーリング状況における
快速運動状態などにあることを判断することで、低速と快速の異なる運動状態に応じて、
異なる強度の振動信号を用いてユーザを有効に注意するという目的を達成することができ
る。
【００５４】
　ステップ２０２、行為状態がスリープ状態であるとき、スリープ状態に対応する第１の
操作種別を取得する。
【００５５】
　注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも１つを含む。注意操作処
理の方式については、当業者はウェアラブル機器の動作性質に基づいて、異なる注意操作
処理方式を採用しても良いが、本実施例では、これを限定しない。例えば、ウェアラブル
機器がスマートメガネであれば、注意操作処理の方式はさらに、画像、映像のディスプレ
イを含んでも良く、ウェアラブル機器に音声モジュールが配置されていれば、音声プロン
プトなどをさらに含んでも良い。どんな行為状態をどんな操作種別に対応するかについて
は、移動端末によって当該スマートウェアラブル機器を制御するためのアプリケーション
プログラムＡＰＰをダウンロードしてもよく、ＡＰＰには、行為状態と操作種別の対応関
係表が予め記憶されており、当該対応関係表に基づいて、移動端末は行為状態を取得して
スリープ状態と検出したとき、スリープ状態に対応する第１の操作種別を見つけることが
できる。これによって、当該第１の操作種別に対応する注意操作処理を実行するようにウ
ェアラブルスマート機器、例えば、スマートブレスレットをトリガする。
【００５６】
　ステップ２０３では、当該第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第
一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第一
強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するようにトリガする。
【００５７】
　第１の操作種別は、振動操作種別であり、かつ、振動強度が第一強度であっても良く、
または、振動プラスベルの操作種別であり、かつ、振動の強度が第一強度であり、ベルの
ボリュームが第一デシベルであっても良い。スマートウェアラブル機器、例えば、スマー
トブレスレットは、受信された移動端末のトリガ指令に応じて、対応する振動及びベル操
作を行って、当該ブレスレットが着用されているユーザをウェイクアップしてスリープ状
態から目覚ましする。
【００５８】
　以上により、本実施例による安全注意処理方法によれば、行為状態をスリープ状態、非
スリープ状態に分けて、スリープ状態はディープスリープ状態および浅いスリープ状態を
含み、非スリープ状態は、運動状態および静止状態を含み、注意操作処理は、フラッシュ
、振動、ベルのうちの少なくとも１つを含む。これによって、行為状態形式を多様化し、
ユーザ現在の行為状態との整合度を増加することができ、よりユーザ実際の行為状態に合
い、注意操作処理方式の多様化によれば、注意の効果を向上させることができ、ユーザが
当該注意操作をタイムリーに感知する。さらに、当行為状態がスリープ状態であるとき、
当該スリープ状態に対応する第１の操作種別を取得し、当該第１の操作種別に基づいて、
スマートウェアラブル機器が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、ス
マートウェアラブル機器が第一強度の振動処理及び第一デシベルのベル処理を実行するよ
うにトリガする。これによって、ユーザがスリープ状態にあることを検出したとき、振動
または振動プラスベルの方式でユーザをできるだけ早くウェイクアップし、目的性の方式
で注意させることで、異常情報伝達のリアルタイム性及び有効性を確保する。
【００５９】
　図３は、別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図３に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
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に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、さらに
、上記実施例を基に、本実施例の方法は以下のステップをさらに含む。
【００６０】
　ステップ３０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
【００６１】
　ステップ３０２では、スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得する。
【００６２】
　なお、ステップ３０２とステップ３０１については、必然な前後実行順序を有しておら
ず、先ずステップ３０２を実行し、それからステップ３０１を実行しても良い。移動端末
は、所定の取得周期に基づいて、スマートウェアラブル機器から、処する所定のシーンモ
ード情報を周期的に取得しても良い。スマートウェアラブル機器はシーンモード設置を毎
回変更した後で、移動端末へ最新の所定のシーンモード情報を自発的に報告しても良い。
シーンモード情報は、おやすみモード、フライトモード、会議モード、アウトドアモード
などを含んでも良く、異なるシーンモードに対応する注意操作種別は、異なっている。前
の実施例と比べると、ここでは、ユーザ身体パラメータを検出してユーザ行為状態情報を
検出することを考慮するだけではなく、ユーザが処する環境のシーンモード情報をさらに
考慮し、これによって、注意操作選択の参考要因を増加し、異常注意を、異なる環境にあ
って異なる行為状態にあるユーザに有効に感知させる。
【００６３】
　ステップ３０３では、行為状態およびシーンモードに対応する操作種別を取得する。
【００６４】
　前のステップ１０２、ステップ２０２と同様に、移動端末には、異なる行為状態、異な
るシーンモード、異なる操作種別の三者対応関係表が予め記憶されており、スマートウェ
アラブル機器、例えば、ブレスレットにより検出されたユーザ行為状態および所定のシー
ンモードに基づいて、移動端末は、対応関係表から、当該行為状態及び所定のシーンモー
ドに対応する操作種別をサーチして、当該操作種別を取得し、当該操作種別に対応する操
作指令をウェアラブルスマート機器に送信する。
【００６５】
　ステップ３０４では、当該操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する注意操作
処理を実行するようにトリガする。
【００６６】
　以上により、本実施例による安全注意処理方法によれば、さらにスマートウェアラブル
機器の所定のシーンモードを取得することで、行為状態およびシーンモードに対応する操
作種別を取得し、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする
。これによって、ユーザ現在の行為状態およびシーンモードを組み合わせて、最も適切な
操作種別を見つけて、操作種別の考慮要因を豊富に且つ具体化し、より目的を持ってユー
ザに最適な注意方式を提供し、ユーザへの注意の有効性を向上させ、ユーザ体験を向上さ
せる。
【００６７】
　図４は、別の実施例による安全注意処理方法を示すフローチャートである。図４に示す
ように、本実施例の安全注意処理方法は、端末（クライアント機器）に用いられ、さらに
、ウェアラブル機器により注意操作を行っても良いし、または、ウェアラブル機器に直接
に用いられても良い。本実施例では、安全注意処理方法を端末（クライアント機器）に用
い、さらに、ウェアラブル機器により注意操作を行うことを例として説明するが、さらに
、上記実施例を基に、本実施例の方法は以下のステップをさらに含む。
【００６８】
　ステップ４０１では、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信された
とき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状態を検出する。
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【００６９】
　ステップ４０２では、スマートウェアラブル機器の所定のシーンモードを取得する。
【００７０】
　行為状態がスリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやすみモードであるとき、ス
テップ４０３を実行し、行為状態が非スリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやす
みモードであるとき、ステップ４０５を実行する。
【００７１】
　なお、ステップ４０２とステップ４０１については、必然な前後実行順序を有しておら
ず、先ずステップ４０２を実行し、それからステップ４０１を実行しても良い。上記２つ
のステップの説明については、上記実施例のステップ３０１とステップ３０２の内容を参
照すれば良い。
【００７２】
　行為状態の種類、シーンモードの種類は、前述実施例に描述されており、ここでは、単
に行為状態がスリープまたは非スリープ状態であり、かつ、シーンモードがおやすみモー
ドであることを例として説明するが、当業者は、行為状態とシーンモードの異なる組合せ
に応じて、異なる操作種別を設定しても良い。これによって、注意操作選択の参考要因を
豊富にし、異常注意を、異なる環境にあって異なる行為状態にあるユーザに有効に感知さ
せる。
【００７３】
　ステップ４０３では、スリープ状態およびおやすみモードに対応する第２の操作種別を
取得する。
【００７４】
　ステップ４０４では、当該第２の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第
二強度の振動処理を実行するようにトリガする。
【００７５】
　ユーザのより良いスリープを考慮するため、おやすみのシーンモードを予め設定してお
り、おやすみモードは、一般的にはベル禁止操作である。また、スマートウェアラブル機
器、例えば、ブレスレットは、ユーザがスリープ状態にあることを検出した場合、振動注
意のみを行うようにスマートブレスレットをトリガし、このときの振動強度は、人体がス
リープ状況において振動してウェイクアップされるパラメータに基づいて特定されても良
く、同時に、当該第２の強度振動は、さらに、所定の振動周波数を含んでも良い。これに
よって、当該振動強度を振動周波数と組み合わせて、おやすみモードにおいて、ウェアラ
ブル機器着用者を有効にウェイクアップできるという目的を達成する。
【００７６】
　ステップ４０５では、非スリープ状態およびおやすみモードに対応する第３の操作種別
を取得する。
【００７７】
　ステップ４０６では、第３の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器が第三強
度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第三強度
の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。
【００７８】
　ユーザが非スリープ状態においておやすみモードを予め設定する状況は多くあり、例え
ば、事務所にあり、または、会議中では、ウェアラブル機器のベルが周りの人に迷惑をか
けることを回避するために、おやすみモードを設定した。このとき、ユーザは非スリープ
状態にあり、ウェアラブル機器が発するフラッシュを感知することができるため、ユーザ
の非スリープ状態およびおやすみモードにおける第３の操作種別を、振動または振動プラ
スフラッシュの操作種別として設定しても良い。かつ、当該第３の操作種別に基づいて、
スマートウェアラブル機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、ス
マートウェアラブル機器が第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するよう
にトリガする。これによって、ユーザが非スリープ状態且おやすみモードにあることを検
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出したとき、振動または振動プラスフラッシュの方式でユーザを注意し、ユーザができる
だけ早く当該注意を感知し、異常情報伝達のリアルタイム性及び有効性を確保する。
【００７９】
　さらに、当該安全注意処理方法は、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信されて
いないとき、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリガし
、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル処理
を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理、
第二デシベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするステップ
をさらに含み、ここで、第四強度は、第一強度よりも大きく、第二デシベルは、第一デシ
ベルよりも大きい。
【００８０】
　スマートウェアラブル機器側または移動端末側には、注意操作処理後の計時をトリガす
るメカニズムが設けられており、所定の計時時間に、ユーザから入力された如何なる指令
を受信していない場合、当該指令は、ユーザが注意を発見した後でスマートブレスレット
に確認キーを押下することであっても良く、当該確認情報は、当該スマートブレスレット
に対応する移動端末に伝達され、または、ユーザは、移動端末を直接操作することで当該
注意情報に応答する。しかし、所定の計時時間に、ユーザから入力された如何なる指令を
受信していない場合、デフォルトとしてはユーザが現在の注意操作を感知しておらず、移
動端末は、この前の操作よりも強い注意操作処理を実行するようにスマートウェアラブル
機器をトリガする。例えば、より強い振動強度、より速い振動周波数で振動注意を行い、
より大きいボリュームでベル注意を行いひいては継続のブーブー注意を行い、より強いラ
イトまたはより頻繁なフリッカ周波数でフラッシュ注意などを行う。
【００８１】
　さらに、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間内で受信されたとき、キャンセ
ル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成し、スマート機器がキャンセルメッセー
ジに基づいて異常アラート処理をクローズするように、キャンセルメッセージをスマート
機器へ送信する。
【００８２】
　一部のシーンでは、スマート機器が異常プロンプトメッセージを発したが、ユーザは判
断後で、当該異常状況が存在しておらず、または、異常プロンプトに間違いがあると考え
ている場合、ウェアラブル機器に今回の異常プロンプトポーズキーを押下してもよく、ま
たは、移動端末にキャンセル指令を入力してスマート機器の今回異常アラートをクローズ
しても良い。例えば、家中のスマートカーテンがめくり上げられて異常プロンプトメッセ
ージを発したが、このとき、ユーザは家にいて且つカーテンが風に吹かれることを確認し
、または、スマートビデオカメラは、知らない人が家に入っていることを撮像しているが
、ユーザは自分が知っている人だと確認する場合、スマートウェアラブル機器または移動
端末によってキャンセル指令をトリガすることで、今回異常アラートを解除できる。
【００８３】
　さらに、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受信されたとき、警報指令に基づ
いて、警報メッセージを生成し、警報メッセージを送信することで、警報メッセージの受
信側が警報メッセージに基づいて警報操作を行う。
【００８４】
　上記の警報操作は、監視カメラを起動すること、および、緊急連絡電話をかけることの
うちの少なくとも１つを含む。
【００８５】
　ユーザは、ウェアラブル機器に警報ボタンを押して警報指令をトリガしても良く、移動
端末は、当該警報指令を受信して警報メッセージを生成し、所定の警報メッセージの受信
側へ送信し、当該受信側は対応する警報操作を行う。例えば、警報指令によって監視カメ
ラを起動することで、ユーザは、異常プロンプトメッセージを発したスマート機器の現場
状況を真っ先に了解して、正確な処理措置を取る。例えば、スマートカーテンが異常アラ
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ートを発しており、ユーザは、おそらく家に泥棒が入っていると考えて、警報指令を入力
しても良く、これによって、警報メッセージを受信したスマートビデオカメラは、監視カ
メラを起動し、泥棒の犯罪行為の全過程をリアルタイムに撮像する。さらに、緊急連絡電
話をかける警報操作によって、当該異常状況を、異常状況を解決する最も有能な方に有効
に通知してもよく、例えば、ユーザ本人が地方にあり、警報指令を送信することで、警報
メッセージを受信した緊急連絡電話の連絡人が異常状況を見に現場に駆けて、できるだけ
異常状況による損失を回避または低減する。
【００８６】
　以下は本開示の装置実施例であり、本開示の方法実施例を実行するのに用いることがで
きる。本開示の装置実施例に開示されていない具体的なものについては、本開示の方法実
施例を参照すれば良い。
【００８７】
　図５は、ある実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。当該安全注意処
理装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組み合わせによって電子機器の一部
または全部として実現しても良い。当該安全注意処理装置は、スマート機器が送信した異
常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為
状態を検出するための検出モジュール５０１と、前記検出モジュール５０１により検出さ
れた前記行為状態に対応する操作種別を取得するための操作取得モジュール５０２と、前
記操作取得モジュール５０２により取得された前記操作種別に基づいて、前記ウェアラブ
ル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガするためのトリガモジュール５０
３と、を備えても良い。
【００８８】
　以上により、本実施例による安全注意処理装置によれば、スマート機器が送信した異常
プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブル機器によりユーザの現在の行為状
態を検出し、当該行為状態に対応する操作種別を取得し、さらに、当該操作種別に基づい
て、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガする。これによっ
て、スマート機器の異常状況を、ユーザの身の回りに着用される機器によりユーザへタイ
ムリーに注意報知するとともに、当該注意報知操作の形式を、さらにウェアラブル機器に
よるユーザ現在の行為状態の検出と組合わることで、ユーザ現在の行為状態に最も適切な
注意操作を発するため、異常メッセージ伝達のリアルタイム性及び有効性がさらに確保さ
れる。
【００８９】
　図６は、別の実施例による安全注意処理装置を示すブロック図である。当該安全注意処
理装置は、ソフトウェア、ハードウェアまたは両者の組み合わせによって電子機器の一部
または全部として実現しても良い。
【００９０】
　上記装置実施例を基に、当該安全注意処理装置の操作取得モジュール５０２は、第１の
操作取得サブモジュールを有する。第１の操作取得サブモジュール５０２１は、検出モジ
ュール５０１により検出された行為状態がスリープ状態であるとき、スリープ状態に対応
する第１の操作種別を取得する。トリガモジュール５０３は、第１のトリガサブモジュー
ル５０３１を有する。第１のトリガサブモジュール５０３１は、第１の操作取得サブモジ
ュール５０２１により取得された第１の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器
が第一強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、第一強度の振動処理及び第一
デシベルのベル処理を実行するように前記スマートウェアラブル機器をトリガする。
【００９１】
　好ましくは、検出モジュール５０１により検出される行為状態は、スリープ状態および
非スリープ状態を含み、トリガモジュール５０３によりトリガされるスリープ状態は、デ
ィープスリープ状態および浅いスリープ状態を含み、前記非スリープ状態は、運動状態お
よび静止状態を含み、注意操作処理は、フラッシュ、振動、ベルのうちの少なくとも１つ
を含む。
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【００９２】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、スマートウェアラブル機器の所定のシーンモー
ドを取得するためのシーン取得モジュール５０４をさらに備える。操作取得モジュール５
０２は、さらに、検出モジュール５０１により検出された行為状態およびシーン取得モジ
ュール５０４により取得されたシーンモードに対応する操作種別を取得する。
【００９３】
　好ましくは、操作取得モジュール５０２は、第２の操作取得サブモジュール５０２２を
有する。第２の操作取得サブモジュール５０２２は、検出モジュール５０１により検出さ
れた行為状態がスリープ状態であり、かつ、シーン取得モジュール５０４により取得され
たシーンモードがおやすみモードであるとき、スリープ状態およびおやすみモードに対応
する第２の操作種別を取得する。トリガモジュール５０３は、第２のトリガサブモジュー
ル５０３２を有する。第２のトリガサブモジュール５０３２は、第２の操作取得サブモジ
ュール５０２２により取得された第２の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル機器
が第二強度の振動処理を実行するようにトリガする。
【００９４】
　好ましくは、操作取得モジュール５０２は、第３の操作取得サブモジュール５０２３を
有する。第３の操作取得サブモジュール５０２３は、検出モジュール５０１により検出さ
れた行為状態が非スリープ状態であり、かつ、シーン取得モジュール５０４により取得さ
れたシーンモードがおやすみモードであるとき、非スリープ状態およびおやすみモードに
対応する第３の操作種別を取得する。トリガモジュール５０３は、第３のトリガサブモジ
ュール５０３３を有する。第３のトリガサブモジュール５０３３は、第３の操作取得サブ
モジュール５０２３により取得された第３の操作種別に基づいて、スマートウェアラブル
機器が第三強度の振動処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機
器が第三強度の振動処理及び第１のフラッシュ処理を実行するようにトリガする。
【００９５】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、ユーザが入力した指令が所定の時間内で受信さ
れていないとき、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理を実行するようにトリ
ガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処理及び第二デシベルのベル
処理を実行するようにトリガし、または、スマートウェアラブル機器が第四強度の振動処
理、第二デシベルのベル処理及び第２のフラッシュ処理を実行するようにトリガするため
のタイムアウト処理モジュール５０５をさらに備え、ここで、第四強度は、第一強度より
も大きく、第二デシベルは、第一デシベルよりも大きい。
【００９６】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、ユーザが入力したキャンセル指令が所定の時間
内で受信されたとき、キャンセル指令に基づいて、キャンセルメッセージを生成するため
のキャンセル指令処理モジュール５０６と、スマート機器がキャンセルメッセージに基づ
いて異常アラート処理をクローズするように、キャンセル指令処理モジュール５０６によ
り生成されたキャンセルメッセージをスマート機器へ送信するための第１の送信モジュー
ル５０７と、をさらに備える。
【００９７】
　好ましくは、当該安全注意処理装置は、ユーザが入力した警報指令が所定の時間内で受
信されたとき、警報指令に基づいて、警報メッセージを生成するための警報指令処理モジ
ュール５０８と、警報メッセージの受信側が警報メッセージに基づいて警報操作を行うよ
うに、警報指令処理モジュール５０８により生成された警報メッセージを送信するための
第２の送信モジュール５０９と、をさらに備える。
【００９８】
　好ましくは、警報操作は、監視カメラを起動こと、緊急連絡電話をかけることのうちの
少なくとも１つを含む。
【００９９】
　上記実施例における装置中の各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、当該方法
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に関する実施例において詳細に記述されているため、ここで詳細に説明しない。
【０１００】
　図７は、ある実施例による安全注意処理装置７００を示すブロック図である。例えば、
安全注意処理装置７００は、携帯電話、スマートウェアラブル機器、コンピュータ、デジ
タル放送端末、メッセージ送受信機器、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療設
備、フィットネス機器、ＰＤＡ、ルータ、チューナーなどであってもよい。
【０１０１】
　図７を参照すると、装置７００は、以下の１つ又は複数のユニット、すなわち、処理ユ
ニット７０２、メモリ７０４、電源ユニット７０６、マルチメディアユニット７０８、オ
ーディオユニット７１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース７１２、センサユニッ
ト７１４及び通信ユニット７１６を備えてもよい。
【０１０２】
　処理ユニット７０２は通常、装置７００の全般操作、例えば、表示、電話発呼、データ
通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット７０２は、前記
方法のステップの全部又は一部を実行するように、指令を実行する１つ又は複数のプロセ
ッサ７２０を備えてもよい。また、処理ユニット７０２は、処理ユニット７０２と他のユ
ニットとの間の相互作用を容易にするように、１つ又は複数のモジュールを備えてもよい
。例えば、処理ユニット７０２は、マルチメディアユニット７０８と処理ユニット７０２
との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを備えてもよい。
【０１０３】
　メモリ７０４は、装置７００での操作をサポートするために、各種別のデータを記憶す
るように構成される。これらのデータの例示は、装置７００で操作する如何なるアプリケ
ーションプログラムまたは方法の指令、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ、ピク
チャ、映像などを含む。メモリ７０４は、如何なる種別の揮発性もしくは不揮発性記憶デ
バイスまたはそれらの組合せ、例えば、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気
的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプログ
ラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモリ（ＰＲ
ＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク
または光ディスクによって実現されてもよい。
【０１０４】
　電源ユニット７０６は、装置７００のユニットのそれぞれに電力を供給する。電源ユニ
ット７０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、並びに、装置７００用の電力
を生成、管理および配分するに関する他のユニットを含んでもよい。
【０１０５】
　マルチメディアユニット７０８は、前記装置７００とユーザとの間に１つの出力インタ
ーフェースを供給するスクリーンを備える。一部の実施例では、スクリーンは、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでも良い。スクリーンは、タッチ
パネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実
現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェスチャ
ーを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、タッ
チまたはスライド動作の境界を感知するだけではなく、前記タッチまたはスライド操作と
関連する持続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マルチ
メディアユニット７０８は、１つのフロントカメラおよび／またはバックカメラを含む。
装置７００が操作モード、例えば、撮像モードまたは映像モードにあるとき、フロントカ
メラおよび／またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができ
る。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズシステム
であってもよいし、焦点距離および光学ズーム能力を有するものであってもよい。
【０１０６】
　オーディオユニット７１０は、オーディオ信号を出力および／または入力するように構
成される。例えば、オーディオユニット７１０は、マイク（ＭＩＣ）を備え、装置７００
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が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードにあるとき、マイ
クは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号は、
さらに、メモリ７０４に記憶される、または、通信ユニット７１６を介して送信されるこ
とができる。一部の実施例では、オーディオユニット７１０は、さらに、オーディオ信号
を出力するためのスピーカをさらに含む。
【０１０７】
　Ｉ／Ｏインターフェース７１２は、処理ユニット７０２とペリフェラルインターフェー
スモジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、前記ペリフェラルインタ
ーフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。
これらのボタンは、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロックボ
タンを含んでも良いが、それらに限定されない。
【０１０８】
　センサユニット７１４は、様々な側面での状態推定を装置７００に供給するための１つ
または複数のセンサを含む。例えば、センサユニット７１４は、装置７００のオン／オフ
状態、ユニットの相対位置を検出することができ、例えば、前記ユニットは、装置７００
のディスプレイおよびキーパッドである。センサユニット７１４は、さらに、装置７００
もしくは装置７００の１つのユニットの位置変更、ユーザと装置７００との接触の存在も
しくは不存在、装置７００の方位または加速／減速および装置７００の温度変化をさらに
検出することができる。センサユニット７１４は、如何なる物理的接触もないとき、近辺
にある物体の存在を検出するための近接センサを含んでもよい。センサユニット７１４は
、さらに、イメージングアプリケーションに使用される光センサ、例えばＣＭＯＳまたは
ＣＣＤ画像センサを含んでも良い。一部の実施例では、当該センサユニット７１４は、さ
らに、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサを含ん
でも良い。
【０１０９】
　通信ユニット７１６は、装置７００と他の機器間の無線または有線方式の通信が便利に
なるように構成される。装置７００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えば、Ｗ
ｉＦｉ、２Ｇもしくは３Ｇ、またはそれらの組合せにアクセスすることができる。ある実
施例では、通信ユニット７１６は、外部ブロードキャスト管理システムからのブロードキ
ャスト信号またはブロードキャスト関連情報をブロードキャストチャネルを介して受信す
る。ある実施例では、前記通信ユニット７１６は、さらに、短距離通信を容易にするよう
に、ニアフィールド通信（ＮＦＣ）モジュールを含んでも良い。例えば、ＮＦＣモジュー
ルでは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外データ協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域
（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術および他の技術によって実現
されてもよい。
【０１１０】
　実施例では、装置７００は、上記方法を実行するための１つ又は複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（
ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサま
たは他の電子部品によって実現されてもよい。
【０１１１】
　実施例では、指令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、指令
を含むメモリ７０４をさらに提供し、上記指令が装置７００のプロセッサ７２０によって
実行されることで上述した方法を実施させることができる。例えば、前記非一時的コンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＣＤ-
ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスクおよび光データ記憶機器などであっても良い。
【０１１２】
　非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、前記記録媒体における命令が移動端
末のプロセッサにより実行されると、移動端末がネットワークアクセス方法を実行するよ
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うにする。前記端末は、プロセッサ７２０が実行可能な指令を記憶するためのメモリ７０
４と、スマート機器が送信した異常プロンプトメッセージが受信されたとき、ウェアラブ
ル機器によりユーザの現在の行為状態を検出し、行為状態に対応する操作種別を取得し、
操作種別に基づいて、ウェアラブル機器が対応する注意操作処理を実行するようにトリガ
するプロセッサ７２０と、を備える。
【０１１３】
　本開示が以上で記載され、且つ図面に示された正確な構造に限定されるものでなく、そ
の要旨を逸脱しない範囲で様々な補正や変更も可能であることは理解されるべきである。
本開示の範囲は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。
【０１１４】
　本発明は、出願番号が２０１５１０６４０７１９.６であり、出願日が２０１５年９月
３０日である中国特許出願を基に提出するものであり、当該中国特許出願の優先権を主張
し、当該中国特許出願の全ての内容は、参照のため本願に援用される。
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